
経営事項審査の審査基準等の一部変更について 

 

令 和 ３ 年 ４ 月 

指 導 検 査 課 

 

令和３年４月１日、経営事項審査の以下の項目について、審査基準等の一部が変わりま

した。 

（１） 技術職員数（改正） 

（２） 労働福祉の状況（改正） 

（３） 建設業の経理の状況（改正） 

（４） 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況（新設） 

  

＜改定箇所＞  

（１） 技術職員数（改正） 

○技術職員の対象に「監理技術者補佐」が追加され、４点として評価されます。 

 

（２）労働福祉の状況（改正） 

    ○保険会社以外の補償制度の提供者について、従来の４団体（※）に加えて、中小企

業等協同組合法に基づき共済事業を営む者であれば、同様に加点されるようになり

ました。 

   ※・（公財）建設業福祉共済団 

・（一社）建設業労災互助会 

・全日本火災共済協同組合連合会 

・（一社）全国労働保険事務組合連合会 

 

（３）建設業の経理の状況（改正） 

  ○公認会計士、税理士及び経理士の合格者等について、継続的な研修の受講・研修が

必要となりました。   

ア 公認会計士 

   ○公認会計士であって、公認会計士法第 28条の規定による研修を受講した者 

    →確認書類：・資格者証又は合格証 

・公認会計士法第 28条の規定による研修を受講したことを証する書

面           

   

イ 税理士 

   ○税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者 



    →確認書類：・資格者証又は合格者証 

・所属税理士会が認定する研修を受講したことを証する書面 

 

  ウ 経理士（１・２級登録経理試験に合格した者） 

○１・２級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から５年経過していな

い者 

 →確認書類：・合格証 

○１・２級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から５年経過していな

い者 

 →確認書類：・合格証 

       ・登録経理講習を受講したことを証する書面   

○平成 29 年３月 31 日以前に１・２級登録経理試験に合格した者（令和５年３月 31

日までの間に限る） 

 →確認書類：・合格証 

   

   ※（共通）常勤性の確認については、従来どおり、技術職員の常勤性確認の審査方

法に準じて行います。 

    

（４）知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況（新設） 

  ア 評価要件 

○技術者 

 ・監理技術者、主任技術者になる資格を有する者又は一級若しくは二級の第一次

検定に合格した者（技士補）であって、審査基準日以前６ヶ月を超えて恒常的

に雇用されている者 

○技能者 

・審査基準日以前三年間に、建設工事の施工に従事し、施工体制台帳等の作業員

名簿の記載対象となる者（施工管理のみに従事する者は除く）であって、審査基

準日以前６ヶ月を超えて恒常的に雇用されている者 

 

イ 確認資料 

 ※CPD単位取得数及び技術レベル向上者数の両方に０を記入した場合、不要。 

○CPD単位取得数（技術者） 

    ・別記様式第４号「CPD単位を取得した技術者名簿」 

         →記載対象：CPD単位取得の有無に関わらず、評価要件を満たす者であって、技

術職員名簿（様式第 25号の 14別紙２）に記載していない者 

    ・別記様式第４号に記載した全ての者について、 



・CPD認定団体が発行した単位取得を証する書面等の写し 

・常勤性確認書類 

   ○技能レベル向上者数（技能者） 

    ・別記様式第５号「技能者名簿」 

     →記載対象：技術レベルの向上の有無に関わらず、評価要件を満たす者 

    ・別記様式第５号に記載した全ての者について 

     ・能力評価基準により受けた評価を証する書面等の写し 

     ・常勤性確認書類 

    ・審査基準日において稼働している工事に係る作業員名簿の写し 

    

  


